
 

 

出退勤・超勤時間管理の電子化の全国展開について 

 

 日本郵便信越支社総務・人事部は、本日（4月 20日）「出退勤・超勤時間管理の電

子化の全国展開」について地方本部に説明してきました。 

 

標記概要については、２０１０年に郵便業務の間接事務の作業軽減を目的に試行を

開始した出退勤・超勤時間管理の電子化について、運用面での課題が解消されたこと

から全国展開を行う。（中央交渉情報第２６５号、４月１４日関連） 

信越に於いても対象局での実施を行うものです。 

 

１． 対象局 

支店統合局（５０局）の郵便関係部及び総務部（２０系社員） 

 

２． 現状と今後の予定 

（１） 先行実施局 

長野東・上田局 ２０１１年１１月から 

（２） 展開モデル局 

信州中野局   ２０１７年５月から 

（３） その他局 

２０１７年６月以降順次実施 

 

３． 導入時期の通知等 

２０１７年６月以降実施される支店統合局については、導入時期を別途文書で通

知し集合研修を実施する。 

 

地本では、先行実施局の現状や問題点等を精査し今後の全体研修に結び付けること、

また計画事務の軽減と適正な勤務時間管理の運用となるよう確認しています。 

 職場段階においては、具体的な導入目的や運用方法等の丁寧な社員周知や研修等を

要請しています。 

 

【労使対応】 

職場労使委員会の窓口で説明。 

交渉情報 NO.69 
日本郵便信越支社 

総務・人事部 

Ｊ Ｐ 労 組 信 越 地 方 本 部 2017 年 4 月 20 日  添付資料：10 枚 

信越
地本 交渉関係


